
 

消防予第 59 号  

令和５年２月 21日 

 

 

 各 都 道 府 県 知 事  

 各 指 定 都 市 市 長  

 

 

                        消 防 庁 次 長    

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

   消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに

対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定め

る省令の一部を改正する省令等の公布について 

 

消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具

等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令

（令和５年総務省令第８号。以下「改正省令」という。）、消防法施行規則第四

条の二の四第三項の規定に基づく防火対象物の点検の結果についての報告書の様

式の一部を改正する件（令和５年消防庁告示第３号。以下「改正告示３号」とい

う。）及び消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防災管理の点検

の結果についての報告書の様式の一部を改正する件（令和５年消防庁告示第４号。

以下「改正告示４号」という。）が令和５年２月 21日に公布されました。 

今回の改正は、令和３年度に開催した「火災予防分野における各種手続の電子

申請等の導入に向けた検討会」（座長：小林恭一東京理科大学総合研究院教授）

において、電子申請等を推進するに当たっての今後の検討事項として「手続自体

や様式・項目の見直し、添付書類の削減等について検討する」こととされたこと

を踏まえ、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号。以下「規則」という。）、

消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防火対象物の点検の結果に

ついての報告書の様式（平成 14 年消防庁告示第８号。以下「８号告示」とい

う。）及び消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防災管理の点検

の結果についての報告書の様式（平成 20 年消防庁告示第 19 号。以下「19 号告示

」という。）に定める火災予防分野の各種手続に係る様式について、申請者負担

の軽減、記入項目の明確化等の観点から見直しを行うものです。また、「規制改

革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）を受けて行われた「急速充電設備の

規制の在り方に関する検討部会」（部会長：小林恭一東京理科大学総合研究院教

授）における検討結果を踏まえ、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対

象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成 14 年

総務省令第 24 号。以下「対象火気省令」という。）に規定されている急速充電設

殿 



 

備について、全出力の上限を撤廃するとともに、火災予防上必要な措置の見直し

を行うものです。 

また、これに伴い、○○市（町・村）火災予防条例（例）（昭和 36 年 11 月 22

日付け自消甲予発第 73号）についても、所要の改正を行いました。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとと

もに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を

処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いし

ます。 

 

記 

 

第一 火災予防分野の各種手続に係る様式の見直しに関する事項 

１ 管理権原が分かれている防火対象物に係る記入欄の見直しについて 

消防計画作成（変更）届出書等について、「複数権原の場合に管理権原に

属する部分の名称」を記入する欄を追加することで、管理権原が分かれてい

る防火対象物の場合の記入方法を明確化することとしたこと（改正省令によ

る改正後の規則（以下「新規則」という。）別記様式第１号の２、別記様式

第１号の２の２、別記様式第１号の２の２の２の３及び別記様式第１号の２

の２の３、改正告示３号による改正後の８号告示（以下「新８号告示」とい

う。）別記様式第１並びに改正告示４号による改正後の 19 号告示（以下「新

19号告示」という。）別記様式第１関係）。 

 

２ 消防法上の届出義務者の明確化について 

防火・防災管理者選任（解任）届出書等について、「届出者」等を「管理

権原者」等消防法上の届出義務者に改めることとしたこと（新規則別記様式

第１号の２の２、別記様式第１号の２の２の２の２、別記様式第１号の２の

２の２の３及び別記様式第１号の２の２の３、新８号告示別記様式第１並び

に新 19号告示別記様式第１関係）。 

 

３ 様式の統合について 

防災管理点検報告特例認定申請書を削除し、防火対象物点検報告特例認定

申請書を防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書と改めることとした

こと（改正省令による改正前の規則別記様式第 14 号及び新規則別記様式第１

号の２の２の２の３関係）。 

また、管理権原者変更届出書（防災）を削除し、管理権原者変更届出書

（防火）を防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書と改めること

としたこと（改正省令による改正前の規則別記様式第 15 号及び新規則別記様

式第１号の２の２の３関係）。 

これらの様式の統合に伴い、所要の規定の整理を行ったこと（新規則第 51

条の 16第２項関係）。 



 

 

４ その他所要の規定の整備について 

様式間での記載事項の統一や改正前の様式において重複して記入が必要と

なっていた項目の削除等、所要の規定の整備を行うこととしたこと。 

 

第二 急速充電設備に関する事項 

 １ 急速充電設備の定義について 

改正省令による改正後の対象火気省令（以下「新対象火気省令」とい

う。）上の急速充電設備の充電対象を「電気自動車等（電気を動力源とする

自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの）」とし、

全出力の上限を撤廃したこと。また、コネクターを用いて充電するものであ

ることを明記するとともに、分離型の急速充電設備（変圧する機能を有する

設備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、

変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成されるものを

いう。以下同じ。）にあっては、充電ポストも含むこととしたこと（新対象

火気省令第３条第 20号関係）。 

 

 ２ 充電ポストの取扱いに関する事項 

以下の規定については充電ポストには適用しないこととしたこと。 

・ 筐体を不燃性の金属材料で造らなければならないこと（新対象火気省

令第 10条第 13号関係）。 

・ 屋外に設けるものにあっては、建築物から三メートル以上の距離を保

つこと（新対象火気省令第 16条第４号関係）。 

 

３ 緊急停止装置について 

急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電

設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に

設けなければならないこととしたこと（新対象火気省令第 16 条第９号ト関

係）。 

  

４ 蓄電池について 

   主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する

蓄電池について講じなければならないこととされている措置に関する規定を

適用しないこととしたこと（新対象火気省令第 16条第 10号関係） 

   また、分離型の急速充電設備にあっては、主として保安のために設けるも

のを除き、充電ポストには蓄電池を内蔵してはならないこととしたこと（新

対象火気省令第 16条第 11号関係）。 

 

５ 所要の規定の整備について 

  その他、所要の規定の整備を行ったこと（新対象火気省令第 16 条第９号関



 

係）。 

 

第三 施行期日等に関する事項 

１ 施行期日について 

  改正省令のうち規則の一部改正、改正告示３号及び改正告示４号について

は令和５年４月１日、改正省令のうち対象火気省令の一部改正については令

和５年 10 月１日から施行することとしたこと（改正省令附則第１条、改正告

示３号附則第１項及び改正告示４号附則第１項関係）。 

 

２ 経過措置について 

（１） 火災予防分野の各種手続に係る様式の見直しについて 

   改正省令、改正告示３号又は改正告示４号による改正前の規則、８号告

示又は 19 号告示に定める届出書の様式については、改正後の規定にかかわ

らず、令和６年３月 31 日までの間、なお従前の例によることができること

としたこと（改正省令附則第２条、改正告示３号附則第２項及び改正告示

４号附則第２項関係）。 

 

（２） 急速充電設備について 

   改正省令のうち対象火気省令の一部改正の規定の施行の際現に設置され、

又は設置の工事がされている新対象火気省令第３条第 20 号に規定する急速

充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお

従前の例によることとしたこと（改正省令附則第３条関係）。 

 

第四 火災予防条例（例）の一部改正に関する事項 

 １ 対象火気省令の一部改正に伴う改正について 

   対象火気省令の一部改正に伴い、火災予防条例（例）についても第二と同

様の改正を行うこととしたこと（第 11条の２関係）。 

  

２ 喫煙等に関する規定の見直しについて 

   「喫煙所」と表示した標識について、健康増進法（平成 14 年法律第 103

号）に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は設置しなくてもよい

こととしたほか、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける

図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第 6309 号又は日本産業規格

（産業標準化法（昭和 24 年法律第 185 号）第 20 条第１項に規定する日本産

業規格をいう。以下同じ。）Z8210に、「喫煙所」と表示した標識と併せて設

ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第 7001 号又は日本産業

規格 Z8210 に適合するものとしなければならないこととしたこと（第 23 条関

係）。 

 

３ 施行期日等について 



 

（１） 施行期日について 

公布の日から施行することとしたこと。ただし、第 11 条の２の改正規定

については令和５年 10 月１日から施行することとしたこと（附則第１項関

係）。 

（２） 経過措置について 

ア 急速充電設備について 

第 11 条の２第１項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の

工事がなされている改正後の火災予防条例（例）第 11 条の２第１項に

規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用に

ついては、なお従前の例によることとしたこと（附則第２項関係）。 

    イ 喫煙等に関する規定の見直しについて 

改正後の第 23 条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、

同号中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進

法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 78 号）附則第３条第１項の

規定により読み替えて適用される健康増進法第 33 条第２項に規定する

指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとしたこと（附則第３

項）。 
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務
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
対
象
火
気
設
備
等
の
種
類
）

（
対
象
火
気
設
備
等
の
種
類
）

第
三
条

令
第
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま

第
三
条

［
同
上
］

で
に
掲
げ
る
設
備
か
ら
配
管
設
備
等
を
除
い
た
も
の
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
と
す

る
。

［
一
～
十
九

略
］

［
一
～
十
九

同
上
］

二
十

急
速
充
電
設
備
（
電
気
を
設
備
内
部
で
変
圧
し
て
、
電
気
自
動
車
等
（
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動

二
十

急
速
充
電
設
備
（
電
気
を
設
備
内
部
で
変
圧
し
て
、
電
気
自
動
車
等
（
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車

車
、
原
動
機
付
自
転
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
コ
ネ

等
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
又
は
同

ク
タ
ー
（
充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
電
気
自
動
車
等
に
接
続
す
る
た
め
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い

項
第
十
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
第
十
六
条
第
九
号
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以

て
充
電
す
る
設
備
（
全
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
い
、
分
離
型
の
も
の
（
変
圧

下
同
じ
。
）
に
充
電
す
る
設
備
（
全
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
及
び
全
出
力
二
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を

す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
本
体
及
び
充
電
ポ
ス
ト
（
コ
ネ
ク
タ
ー
及
び
充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
収
納
す
る
設
備

超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
、
変
圧
す
る
機
能
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
充
電
ポ
ス
ト
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

（
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
係
る
防
火
上
有
効
な
構
造
）

（
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
係
る
防
火
上
有
効
な
構
造
）

第
十
条

令
第
五
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
対
象
火
気
設
備
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

第
十
条

［
同
上
］

り
、
そ
の
使
用
に
際
し
、
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
、
防
火
上
有
効
な
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

急
速
充
電
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
筐
体
は
不
燃
性
の
金
属
材
料
で
造
る
こ
と
。
た
だ
し
、
分
離
型
の

十
三

急
速
充
電
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
筐
体
は
不
燃
性
の
金
属
材
料
で
造
る
こ
と
。

も
の
の
充
電
ポ
ス
ト
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
そ
の
他
の
基
準
）

（
そ
の
他
の
基
準
）

第
十
六
条

令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
火
気

第
十
六
条

［
同
上
］

設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
に
関
し
火
災
の
予
防
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
係
る
条
例
は
、
次
の
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

燃
料
電
池
発
電
設
備
、
変
電
設
備
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
、
蓄
電
池
設
備
及
び
急
速
充

四

［
同
上
］

電
設
備
（
全
出
力
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
屋

外
に
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲

げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

急
速
充
電
設
備
の
う
ち
分
離
型
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
充
電
ポ
ス
ト

［
新
設
］

［
五
～
八

略
］

［
五
～
八

同
上
］

九

急
速
充
電
設
備
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九

［
同
上
］

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

コ
ネ
ク
タ
ー
と
電
気
自
動
車
等
が
確
実
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
充
電
を
開
始
し
な
い
こ

ロ

急
速
充
電
設
備
と
電
気
自
動
車
等
が
確
実
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
充
電
を
開
始
し
な
い
こ

と
。

と
。
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ハ

コ
ネ
ク
タ
ー
が
電
気
自
動
車
等
に
接
続
さ
れ
、
電
圧
が
印
加
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
コ
ネ
ク

ハ

急
速
充
電
設
備
と
電
気
自
動
車
等
の
接
続
部
に
電
圧
が
印
加
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
接
続
部
が

タ
ー
が
当
該
電
気
自
動
車
等
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

外
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

［
ニ
～
へ

略
］

［
ニ
～
へ

同
上
］

ト

急
速
充
電
設
備
を
手
動
で
緊
急
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
、
当
該
急
速
充
電
設
備
の
利
用
者

ト

急
速
充
電
設
備
を
手
動
で
緊
急
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

が
異
常
を
認
め
た
と
き
に
、
速
や
か
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

チ

急
速
充
電
設
備
と
電
気
自
動
車
等
の
衝
突
を
防
止
す
る
こ
と
。

チ

自
動
車
等
の
衝
突
を
防
止
す
る
こ
と
。

リ

コ
ネ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
、
操
作
に
伴
う
不
時
の
落
下
を
防
止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
コ
ネ
ク
タ
ー
に
十

リ

コ
ネ
ク
タ
ー
（
充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
電
気
自
動
車
等
に
接
続
す
る
た
め
の
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
リ

分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
操
作
に
伴
う
不
時
の
落
下
を
防
止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
コ
ネ
ク
タ
ー

に
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
ヌ
・
ル

略
］

［
ヌ
・
ル

同
上
］

十

急
速
充
電
設
備
の
う
ち
蓄
電
池
を
内
蔵
し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
規
定
の
ほ
か
、
当

十

急
速
充
電
設
備
の
う
ち
蓄
電
池
を
内
蔵
し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
規
定
の
ほ
か
、
当

該
蓄
電
池
（
主
と
し
て
保
安
の
た
め
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ

該
蓄
電
池
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

と
。

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

十
一

急
速
充
電
設
備
の
う
ち
分
離
型
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
充
電
ポ
ス
ト
に
蓄
電
池
（
主
と
し
て
保
安
の
た

［
新
設
］

め
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
内
蔵
し
な
い
こ
と
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

消
防
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
の
二
第
一
項
（
同
令
第
五
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
第
一
項
（
同
令
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四

条
の
二
第
一
項
（
同
令
第
五
十
一
条
の
十
一
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
二
の
八
第
二

項
及
び
第
七
項
（
同
令
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
二
の
十
五

第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
三
条
の
十
八
並
び
に
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書

の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
工
事
が
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
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る
基
準
を
定
め
る
省
令
第
三
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
急
速
充
電
設
備
に
係
る
位
置
、
構
造
及
び
管
理
に
関
す
る
基

準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
三
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十

四
年
消
防
庁
告
示
第
八
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
防
火
対
象
物
の
点
検
の
結

果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正

後
の
平
成
十
四
年
消
防
庁
告
示
第
八
号
別
記
様
式
第
一
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
四
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す

る
同
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
九
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第

四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
防
災
管
理
の
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
に

規
定
す
る
報
告
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
九
号
別
記
様

式
第
一
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
○
○
年
○
○
市
（
町
・
村
）
条
例
第
○
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
自
動
車
等
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定

す
る
自
動
車
又
は
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
」
を
「
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
コ
ネ
ク
タ
ー
（
充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
電
気
自
動
車
等
に
接
続
す
る
た
め
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用

い
て
」
に
、
「
及
び
全
出
力
二
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
」
を
「
を
除
く
。
）
を
い
い
、
分
離
型
の

も
の
（
変
圧
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
本
体
及
び
充
電
ポ
ス
ト
（
コ
ネ
ク
タ
ー
及
び
充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
収
納
す
る
設
備
で
、

変
圧
す
る
機
能
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は

、
充
電
ポ
ス
ト
を
含
む
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
不
燃
材
料
で
造
り
、
又
は
覆
わ
れ
た
外
壁
で
開
口
部
の
な
い
も
の
に
面

す
る
と
き
は
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

不
燃
材
料
で
造
り
、
又
は
覆
わ
れ
た
外
壁
で
開
口
部
の
な
い
も
の
に
面
す
る
も
の

ロ

分
離
型
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
充
電
ポ
ス
ト
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第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
分
離
型
の
も
の
の
充
電
ポ
ス
ト
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
六
号
中
「
急
速
充
電
設
備
」
を
「
コ
ネ
ク
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
急
速
充
電
設
備
と

電
気
自
動
車
等
の
接
続
部
に
」
を
「
コ
ネ
ク
タ
ー
が
電
気
自
動
車
等
に
接
続
さ
れ
、
」
に
、
「
接
続
部
が
」
を
「
コ
ネ
ク
タ
ー

が
当
該
電
気
自
動
車
等
か
ら
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
緊
急
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
ず
る
」
を
「
緊
急

に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
、
当
該
急
速
充
電
設
備
の
利
用
者
が
異
常
を
認
め
た
と
き
に
、
速
や
か
に
操
作
す
る
こ
と

が
で
き
る
箇
所
に
設
け
る
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
自
動
車
等
」
を
「
急
速
充
電
設
備
と
電
気
自
動
車
等
」
に
改
め
、

同
項
第
十
三
号
中
「
（
充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
電
気
自
動
車
等
に
接
続
す
る
た
め
の
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
六
号
中
「
当
該
蓄
電
池
」
の
下
に
「
（
主
と
し
て
保
安
の
た
め
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
同
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

急
速
充
電
設
備
の
う
ち
分
離
型
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
充
電
ポ
ス
ト
に
蓄
電
池
（
主
と
し
て
保
安
の
た
め
に
設
け
る

も
の
を
除
く
。
）
を
内
蔵
し
な
い
こ
と
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
い
う
。
」
の
下
に
「
以
下
同
じ
。
」
を
加
え
る
。
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第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
併

せ
て
図
記
号
に
よ
る
標
識
を
設
け
る
と
き
は
、
別
表
第
七
に
定
め
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
を
「
健
康
増
進
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
喫
煙
専
用
室
標
識
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
二
項
又
は
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
標
識
と
併
せ
て
図
記
号
に
よ
る
標
識
を
設
け
る
と
き
は
、
「
禁
煙
」
又
は
「
火
気

厳
禁
」
と
表
示
し
た
標
識
と
併
せ
て
設
け
る
図
記
号
に
あ
っ
て
は
、
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
第
六
三
〇
九
号
又
は

日
本
産
業
規
格

八
二
一
〇
に
適
合
す
る
も
の
と
し
、
「
喫
煙
所
」
と
表
示
し
た
標
識
と
併
せ
て
設
け
る
図
記
号
に
あ
っ
て

Ｚ

は
、
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
第
七
〇
〇
一
号
又
は
日
本
産
業
規
格

八
二
一
〇
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば

Ｚ

な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
七

削
除

附

則
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令
和

五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
工
事
が
さ
れ
て
い
る
こ
の
条
例
に
よ
る

改
正
後
の
○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
急
速
充
電
設
備
に
係
る
位
置
、
構
造
及

び
管
理
に
関
す
る
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
喫
煙
専
用
室
標
識
」
と
あ
る
の
は
、
「
喫
煙
専
用
室
標
識
又
は
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
健
康
増
進
法
第

三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
標
識
」
と
読
み
替
え
る
も
の
す
る
。
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○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

新
旧
対
照
表

¡

火
災
予
防
条
例
（
例
）
（
昭
和
三
十
六
年
十
月
二
十
二
日

自
消
甲
予
発
第
七
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
急
速
充
電
設
備
）

（
急
速
充
電
設
備
）

第
十
一
条
の
二

急
速
充
電
設
備
（
電
気
を
設
備
内
部
で
変
圧
し
て
、
電
気
自

第
十
一
条
の
二

急
速
充
電
設
備
（
電
気
を
設
備
内
部
で
変
圧
し
て
、
電
気
自

動
車
等
（
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
、
船
舶
、
航

動
車
等
（
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
等
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五

空
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
コ
ネ
ク
タ

年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
又
は
同
項

ー
（
充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
電
気
自
動
車
等
に
接
続
す
る
た
め
の
も
の
を
い

第
十
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
第
十
二
号
に
お
い
て
同

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て

充
電
す
る
設
備
（
全

じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
充
電
す
る
設
備
（
全

出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
い
、
分
離
型
の
も
の

出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
及
び
全
出
力
二
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え

（
変
圧
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
本
体
及
び
充
電
ポ
ス
ト
（
コ
ネ
ク
タ
ー
及

る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う

び
充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
収
納
す
る
設
備
で
、
変
圧
す
る
機
能
を
有
し
な
い
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
充
電
ポ
ス
ト
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
位
置
、
構

。
以
下
同
じ
。
）
の
位
置
、
構

造
及
び
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

造
及
び
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

急
速
充
電
設
備
（
全
出
力
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
及
び
消
防
長

一

急
速
充
電
設
備
（
全
出
力
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
及
び
消
防
長

（
消
防
署
長
）
が
認
め
る
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

（
消
防
署
長
）
が
認
め
る
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
屋
外
に
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
か

い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
屋
外
に
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
か

ら
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の

ら
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
不
燃
材
料
で
造
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に
あ
っ
て
は

、
こ

り
、
又
は
覆
わ
れ
た
外
壁
で
開
口
部
の
な
い
も
の
に
面
す
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

イ

不
燃
材
料
で
造
り
、
又
は
覆
わ
れ
た
外
壁
で
開
口
部
の
な
い
も
の
に

（
新
設
）

面
す
る
も
の

ロ

分
離
型
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
充
電
ポ
ス
ト

（
新
設
）

二

そ
の
筐
体
は
、
不
燃
性
の
金
属
材
料
で
造
る
こ
と
。
た
だ
し
、
分
離
型

二

そ
の
筐
体
は
、
不
燃
性
の
金
属
材
料
で
造
る
こ
と
。

の
も
の
の
充
電
ポ
ス
ト
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

コ
ネ
ク
タ
ー

と
電
気
自
動
車
等
が
確
実
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合

六

急
速
充
電
設
備
と
電
気
自
動
車
等
が
確
実
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合

に
は
、
充
電
を
開
始
し
な
い
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

に
は
、
充
電
を
開
始
し
な
い
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七

コ
ネ
ク
タ
ー
が
電
気
自
動
車
等
に
接
続
さ
れ
、
電
圧
が
印
加
さ
れ
て
い

七

急
速
充
電
設
備
と
電
気
自
動
車
等
の
接
続
部
に
電
圧
が
印
加
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
当
該
コ
ネ
ク
タ
ー
が
当
該
電
気
自
動
車
等
か
ら
外
れ
な
い

る
場
合
に
は
、
当
該
接
続
部
が

外
れ
な
い

よ
う
に
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

よ
う
に
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八
～
十

（
略
）

八
～
十

（
略
）

十
一

急
速
充
電
設
備
を
手
動
で
緊
急
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置

十
一

急
速
充
電
設
備
を
手
動
で
緊
急
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を

を
、
当
該
急
速
充
電
設
備
の
利
用
者
が
異
常
を
認
め
た
と
き
に
、
速
や
か

講
ず
る

に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

こ
と
。

十
二

急
速
充
電
設
備
と
電
気
自
動
車
等
の
衝
突
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず

十
二

自
動
車
等

の
衝
突
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
三

コ
ネ
ク
タ
ー

十
三

コ
ネ
ク
タ
ー
（
充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
電
気
自
動
車
等
に
接
続
す
る
た

に
つ
い
て
、
操
作

め
の
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
操
作

に
伴
う
不
時
の
落
下
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
コ
ネ

に
伴
う
不
時
の
落
下
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
コ
ネ
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ク
タ
ー
に
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

ク
タ
ー
に
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

い
。

十
四
・
十
五

（
略
）

十
四
・
十
五

（
略
）

十
六

急
速
充
電
設
備
の
う
ち
蓄
電
池
を
内
蔵
し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て

十
六

急
速
充
電
設
備
の
う
ち
蓄
電
池
を
内
蔵
し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
当
該
蓄
電
池
（
主
と
し
て
保
安
の
た
め
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）

は
、
当
該
蓄
電
池

に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

十
七

急
速
充
電
設
備
の
う
ち
分
離
型
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
充
電
ポ
ス
ト

（
新
設
）

に
蓄
電
池
（
主
と
し
て
保
安
の
た
め
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
内
蔵

し
な
い
こ
と
。

十
八
・
十
九

（
略
）

十
七
・
十
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
避
雷
設
備
）

（
避
雷
設
備
）

第
十
六
条

避
雷
設
備
の
位
置
及
び
構
造
は
、
消
防
長
が
指
定
す
る
日
本
産
業

第
十
六
条

避
雷
設
備
の
位
置
及
び
構
造
は
、
消
防
長
が
指
定
す
る
日
本
産
業

規
格
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条

規
格
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条

第
一
項
の
日
本
産
業
規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
も
の
と
し

第
一
項
の
日
本
産
業
規
格
を
い
う
。

）
に
適
合
す
る
も
の
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
喫
煙
等
）

（
喫
煙
等
）

第
二
十
三
条

次
に
掲
げ
る
場
所
で
、
消
防
長
（
消
防
署
長
）
が
指
定
す
る
場

第
二
十
三
条

次
に
掲
げ
る
場
所
で
、
消
防
長
（
消
防
署
長
）
が
指
定
す
る
場
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所
に
お
い
て
は
、
喫
煙
し
、
若
し
く
は
裸
火
を
使
用
し
、
又
は
当
該
場
所
に

所
に
お
い
て
は
、
喫
煙
し
、
若
し
く
は
裸
火
を
使
用
し
、
又
は
当
該
場
所
に

火
災
予
防
上
危
険
な
物
品
を
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
に
必

火
災
予
防
上
危
険
な
物
品
を
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
に
必

要
な
場
合
に
お
い
て
消
防
長
（
消
防
署
長
）
が
火
災
予
防
上
支
障
が
な
い
と

要
な
場
合
に
お
い
て
消
防
長
（
消
防
署
長
）
が
火
災
予
防
上
支
障
が
な
い
と

認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ

三

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ

っ
て
重
要
文
化
財
、
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
、
史
跡
若
し
く
は
重
要
な
文

つ
て
重
要
文
化
財
、
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
、
史
跡
若
し
く
は
重
要
な
文

化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
、
又
は
旧
重
要
美
術
品
等
の
保
存
に
関
す
る
法
律

化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
、
又
は
旧
重
要
美
術
品
等
の
保
存
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
っ
て
重
要
美
術
品
と
し
て

（
昭
和
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
つ
て
重
要
美
術
品
と
し
て

認
定
さ
れ
た
建
造
物
の
内
部
又
は
周
囲

認
定
さ
れ
た
建
造
物
の
内
部
又
は
周
囲

四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
併
せ
て
図
記
号
に
よ
る
標
識
を
設
け
る
と
き

は
、
別
表
第
七
に
定
め
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
消
防
長
（
消
防
署
長
）
が
指
定
す
る
場
所
（
同
項
第
三
号
に
掲

４

第
一
項
の
消
防
長
（
消
防
署
長
）
が
指
定
す
る
場
所
（
同
項
第
三
号
に
掲

げ
る
場
所
を
除
く
。
）
を
有
す
る
防
火
対
象
物
の
関
係
者
は
、
次
の
各
号
に

げ
る
場
所
を
除
く
。
）
を
有
す
る
防
火
対
象
物
の
関
係
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

適
当
な
数
の
吸
殻
容
器
を
設
け
た

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

適
当
な
数
の
吸
殻
容
器
を
設
け
た

喫
煙
所
の
設
置
及
び
当
該
喫
煙
所
に
お
け
る
「
喫
煙
所
」
と
表
示
し
た
標

喫
煙
所
の
設
置
及
び
当
該
喫
煙
所
に
お
け
る
「
喫
煙
所
」
と
表
示
し
た
標

識
の
設
置
（
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
三
条

識
の
設
置
（
併
せ
て
図
記
号
に
よ
る
標
識
を
設
け
る
と
き
は
、
別
表
第
七
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第
二
項
に
規
定
す
る
喫
煙
専
用
室
標
識
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
こ
の

に
定
め
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

限
り
で
な
い
。
）

な
い
。
）

４

第
二
項
又
は
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
標
識
と
併
せ
て
図
記
号
に
よ
る
標

（
新
設
）

識
を
設
け
る
と
き
は
、
「
禁
煙
」
又
は
「
火
気
厳
禁
」
と
表
示
し
た
標
識
と

併
せ
て
設
け
る
図
記
号
に
あ
っ
て
は
、
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
第

六
三
〇
九
号
又
は
日
本
産
業
規
格

八
二
一
〇
に
適
合
す
る
も
の
と
し
、
「

Ｚ

喫
煙
所
」
と
表
示
し
た
標
識
と
併
せ
て
設
け
る
図
記
号
に
あ
っ
て
は
、
国
際

標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
第
七
〇
〇
一
号
又
は
日
本
産
業
規
格

八
二
一

Ｚ

〇
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
劇
場
等
の
喫
煙
所
は
、
階
ご

５

前
項

第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
劇
場
等
の
喫
煙
所
は
、
階
ご

と
に
客
席
及
び
廊
下
（
通
行
の
用
に
供
し
な
い
部
分
を
除
く
。
）
以
外
の
場

と
に
客
席
及
び
廊
下
（
通
行
の
用
に
供
し
な
い
部
分
を
除
く
。
）
以
外
の
場

所
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
劇
場
等
の
一
部
の
階
に
お
い
て

所
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
劇
場
等
の
一
部
の
階
に
お
い
て

全
面
的
に
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
の
標
識
の
設
置
そ
の
他
の
当
該
階
に

全
面
的
に
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
の
標
識
の
設
置
そ
の
他
の
当
該
階
に

お
け
る
全
面
的
な
喫
煙
の
禁
止
を
確
保
す
る
た
め
に
消
防
長
（
消
防
署
長
）

お
け
る
全
面
的
な
喫
煙
の
禁
止
を
確
保
す
る
た
め
に
消
防
長
（
消
防
署
長
）

が
火
災
予
防
上
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
当
該
階
に
お
い
て

が
火
災
予
防
上
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
当
該
階
に
お
い
て

喫
煙
所
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

喫
煙
所
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

別
表
第
七

削
除

別
表
第
七
（
第
二
十
三
条
関
係
）

（
略
）

附

則
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
工
事
が
さ
れ
て
い
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予

防
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
急
速
充
電
設
備
に
係
る
位
置
、
構
造
及
び
管
理
に
関
す
る
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
喫
煙
専
用

室
標
識
」
と
あ
る
の
は
、
「
喫
煙
専
用
室
標
識
又
は
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
健
康
増
進
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
標
識
」
と
読
み
替
え
る
も
の
す
る
。


